
外国籍住民の増加と地域再編 (2)一愛知県西尾市を事例として一

(1)県営 X住宅 と県営Y住宅の比較か ら

1 本稿の位置づけと課題

1-1:本稿の位置づけ

本稿は,筆者たちが2001年4月 より行つている愛知県

西尾市における外国籍住民
1の

増加 と地域再編に関する

調査研究 (山 本,2003,2004;松宮,2003,2004)の 一

部である.西尾市は人口10万 人強の西三河に位置する都

市である,愛知県内の多くの市町村と同様に,1990年の

入管法改正以来,ブ ラジル人2を 中心 とした外国籍住民

の増加を経験 しているぅ西尾市の1989年の外国人登録者

数は809名 だつたが,13年後の2003年 8月 27日 現在では ,

3,553名 となり,そ の増加率は約77%で ある ,

本研究は, このように急増 した外国籍住民を受け入れ

た地域社会の変容およびその再編のプロセスを包括的に

分析することに主眼をおいている」これまでは,西尾市

内でブラジル人の集住が顕著な S町 ,そ の中でも,特に

県営 X住 宅と,そ こを拠点 として活動を展開 している

「
外国人との共生を考える会」を中心に調査研究を重ね

てきた.そ こから得られた知見は以下の 4点である。

① 西尾市内で特に外国籍住民の増加が顕著にみられる

県営X住宅におけるブラジル人住民へのアンケー ト

およびインタビュー調査においては,「 ブラジル人

の増加=ト ラブルの原因」とい う図式はみられない

これは,県営 X住宅自治会とX住宅が所属するS町

内会による積極的な外国籍住民の受け入れの仕組み

作り,お よびそれをサポー トする市民運動の成果で

あると指摘できる.こ の事例を日本人と外国籍住民

が一緒に暮 らす地域社会の一つのモデルケースだと

みなすことができよう_(山 本,2003)

② 外国籍住民に対する様々な支援活動が,それまで停

滞 しつつあつた町内会活動を活性化させる契機とな

山 本  かほ り

ったっまた, これ に刺激 を受ける形で多様な地域活

動の芽生 えを見いだせ る点が注 目に値す る。 (松宮 ,

2003)

③ 上述の よ うな外国籍住民の支援活動が活性化 した背

景には,西尾市における様 々な地域集団活動の展開

があった ことが指摘できるッ相対的に安定 した産業

基盤 をもつ西尾市においては,構造的危機への対応

として,地域集団活動が活性化 したのではないっむ

しろ,地域集団活動の基盤形成 ,そ のネ ッ トワーク

イヒを主た る目的 として活動が行われてきたt(松宮 ,

2004)

④ 2001年 7月 の 「
外国人との共生を考える会」結成以

来,会は広範な支援活動を行つてきたが,それを可

能にしたのは,③で指摘 したような西尾市にある人

的ネ ットワークおよび様々な地域集団,市民活動グ

ループ,ボランティアグループとの緩やかなネット

ワークの存在である,そ のネ ットワークは会が活動

を展開するための社会的基盤 となった。 (山 本 ,

2004)

つまり,地域を
「
解体Jす る要因として論 じられがち

な外国籍住民の増加 とい う現象が,西尾市においては,

む しろ,地域を再編する契機 となっているとい うポジテ

ィブな側面を指摘 したのであるらそ して,それを可能に

した条件を西尾市内に存在する様々な地域集団,市民活

動,ボ ランティアグループのネットワークに見いだして

きたのである.

しかしながら, このような知見に対して,い くつかの

批判や疑問 も提示されてきたも
らそれ らは,以下のよう

な 1)の である ,

① 県営 X住宅, S町 内会は特殊な条件をもつているの
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ではないか ?そ の特殊な条件 とは,1)管理戸数85戸の小

規模団地である 2)住宅の自治会長の強力な リーダーシ

ップおよび外国籍住民に対する献身的な働きかけある3)

S町内会においては,地場産業であつた繊維業の衰退に

ともない,そ れまで町内会を支配 していた 「旦那衆」
「
長老」の経済的基盤が弱まり,「新住民Jが力を持つ

ようになった。県営X住宅の自治会長の発言力も強くな

り,それが S町内会で外国籍住民の支援活動に結びつい

たのではないか, とい う3点 であるぅ

② 外国籍住民を日本社会のルールの枠にはめこみ,単

に
「
日本人が住みやすいコミュニティJを作っているに

すぎないのではないか ?

①の′点については,確かに,こ れまでの調査研究は県

営 X住宅とS町内会に限定されていたので,西尾市全体

の状況の解明には不十分だつたことは認めなければなら

ない。また,②の点についても,外国籍住民自身の活動

に関する言及が欠落 してお り,彼 。彼女たちの主体性は

全く見えていなかった。 したがって,こ のような批半J()

ある意味で当然のものとして受けとめている.

1-2:本稿の課題

上記の批判や疑間をふまえて,本稿では,西尾市にお

ける別の集住地区である県営Y住宅の外国籍住民へのア

ンケー トおよびインタビュー調査の結果を t)と に,Y住
宅における外国籍住民の実態およびその背景にあるもの

を分析するしなお,県営Y住宅 (M町)における地域活

動の展開の状況および,X住宅 (S町 )と の比較分析を

行い,西尾市における両者の共通点と相違点をあきらに

することは (2)の 松宮論文にて分析が行われるt

2 調査の概要

2-1: 県営 Y住宅の概要

県営Y住宅は,西尾市郊外にある管理戸数225戸 の団

地。合計7棟 あ り,すべて5階建ての集合住宅である。

1972年から1973年 にかけて建設 (7棟のみ,2002年 に改

築)されたっ

公営住宅は,一定の基準さえ満たせば,入居が容易で ,

家賃も安い.し たがって,外国籍住民が自力で住宅を確

保する場合,第一の選択肢となりやすく,愛知県内の公

営住宅では外国籍住民の比率が増加 しているっ県営Y住

宅でも,1990年の改正入管法施行以降,徐 々にブラジル

人の入居者が増えていったっ西尾市の県営住宅の中でも,

特に外国籍居住者の比率が高いX住宅,Y住宅における

外国人比率は<表 1>の 通 りである.

<表1>

年月日 02/09′ 30 03/3/31

住宅柘
理

数

管

戸

入居

戸数

外国籍

入居

戸数

比率

(%)

居

数

入

一月

外国籍

入居

戸数

比率

(%)

X 51 89 53 75

Y 252 205 39 51 208 37.01

県営Y住宅は, これまで筆者たちが主に調査をしてき

た県営 X住宅に比べて,3倍 の規模があり,ま た自治会

運営の方法も異なっている。 したがつて,外国籍住民ヘ

の対応,ま た問題解決の方法も異なつたプロセスを見せ

た。

県営Y住宅では, 自治会長をはじめとする各種役員は

一年任期を原則 としている4。
自治会長の任期が短いた

めに,県営 X住宅のような自治会長の強力かつ持続的な

リーダーシップは期待できない5。 したがつて,1990年

代半ばまで,外国籍住民に対する支援は何も行われなか

ったっそのため,駐車場問題,ゴ ミ問題,騒音問題が発

生し, さらには,外国籍住民と日本人住民との対立にま

で問題は深刻化 していつた。1993年からY住宅に居住す

るブラジル人 B氏 `と その妻は,当 時を振 り返つて,以

下のように語る.

「ゴミ捨てる日じゃないけど,ゴ ミを出しているとかねり

カラスが来て, グチャグチャして,掃除するものいない

ね.ゴ ミつて汚いでしょうぅ臭いがひどいし。まして ,

子どもたちは夏に出て外に遊ぶっ駐車場 も (規則がなか

つたから,敷地内のあいているところに)早いもん勝ち

でおいていくり救急車が中に入れなかったことがあって ,

手遅れになった人もいたつてっあとは,車 を盗むとか,

日系のもの (ブ ラジル人)がやつているつて日本人は言

うから,私たちも気分が悪いよね。J

当時は,自 治会役員には外国籍住民は選出されていな

かつたっ 自治会費徴収および各種連絡役の班長
7の

仕事

は回つていたが,実際の自治会運営には全く関与してい

なかったし, また, 日本人住民の側に,外国籍住民とと

もに自治会運営をするとい う発想はなかったようである。

しかし,上述のブラジル人 B氏 は,続発する トラブル

を
「
見るに見かねてJ, 日本人と外国籍住民との仲介役

をかつてでた。まずは,ブ ラジル人を中心とする外国籍

住民の集会を開き,不満や困つていることを集約 したら

そして,そ の集会で自治会役員にブラジル人として参加

することを提案,当時の自治会長に申し出たとい うっそ
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して,1997年より外国籍住民として初めて自治会役員と   に対して,6090分 のインタビューを行つた。計5名 +1

して加わり,ゴ ミ捨て場の整備,駐車場のルール作り,   組 (夫妻)。 一人をのぞいて,通訳を介 してのインタビ

そして外国籍住民の相談役として,尽力した。        ューとなつた。

「日系のもんの会で,みんな,『 あんた, リーダーにな   調査日:2003年9月 15日  3名

つてくれ』つての日本語もできるしね。それで,その時

の会長さんに頼んだんだね。そして,夜のH時でも12時

2003年 9月 21日  2名 +1組 (夫妻 )

でも (ブ ラジル人住民から)電話きたよ。『今,仕事か   2-4: その他の調査

ら帰つた。 ごめんね。バンフレッ トわからない』つて。    ① M小学校 日本語指導担当教員へのインタビュー

(そ うして世話をしても, 自治会のルール違反に対して    ② 西尾市巡回指導員 (ブ ラジル人,Y住 宅居住)イ

は厳 しく対応 したので)日 本人にも日系にも一時,僕は     ンタビュー

嫌われ もんだったよ。でも, 自分がここに住んでいるん    ③ Y住宅自治会役員 (昨年度,会長およびブラジル

だから,人が来たら, この団地はきれいだなって思われ     人副会長)イ ンタビュー

たいc昔みたいに,Y住宅はひどいところだって思われ

るのはイヤだから。                   3_ア ンケー ト調査結果

(1)性別 。年齢構成

B氏は,2003年 3月 まで役員を務めた。現在では,外   表31 性別

国籍住民を自治会役員に任用することはルール化され ,

2003年 度は,副会長 (外国人相談役・駐車場担当役兼

任)お よび会計監査に外国籍住民 (ブラジル人)が選出

された。

2003年 度のブラジル人役員の S氏 8に よると,Y住 宅

に来た当時は,違法駐車,ゴ ミ問題が深刻であつたが ,

今では,問題は沈静化 し, 日本人との摩擦 も解消してい

るとのことであつた。また, 日本人役員の F氏 も同様の

見解を示している。

2-2:外国籍住民アンケー ト調査

このようなY住宅における外国籍住民の実態を解明す

るために,ア ンケー ト調査を行つた。質問紙は,2001年

8月 にX住宅で使用 したものに若干の修正を加えたもの

を使用したっ質問項 目は,住宅内での生活ルール認知度 ,

ネ ットワーク,団体参加,生活 。職業上の トラブル,生

活設計,西尾市行政への要望などである。

対象者 :県営Y住宅に居住する18歳 以上のブラジル人

(ペルー人も若千含まれた)に対する悉皆調査。対象者

148名 ら

調査実施 日 :2003年 8月 3日  自治会主催の住宅清掃後 ,

質問紙を配 り,留 め置き,一部,回収。その後,8月 31

日までに,留め置き回収

回収率 :50.0%(回収票 74票 )

2-3: インタビュー調査

アンケー トでインタビューに応 じると答えてくれた人

男性 女性 DKo NA.

1

最小22歳 最大67歳 平均39.6歳  30代 ,40代 が占める

害1合が高い

(2)日 本・西尾・小島住宅居住年数

日本 :平均10年 西尾 :平均64年

小島住宅 :5.7年

滞 日の長期化,実態としての 「
定住化Jが進んでいるこ

とを示唆 している。

(3)生活のルール認知,生活上の困難,生活に関する

情報

①ゴミの出し方

→100%知 っている (X住宅 :100%)

②駐車場の利用方法

→100%知っている (X住宅 :94.6%)

③入居のルール

→100%知 っている (X住宅 :87.0%)

2001年 のX住宅調査でも,生活ルール認知度は高い害1

合を示 したが,今回の調査では3項 目全てに関して,回

答者全員が 「知っているJと 回答した.ゴ ミ問題,駐車

表32 世代構成

20代 30イt 401ヽ 50イt 601ヽ )K NA 計

人数 5 5

人数

(%)
18 9 31.0 33.8 2.7 100 0
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場問題,お よび公営住宅における資格外入居外問題など

は,外国籍住民の増加にともなつて必ずといつて議論 さ

れる 「社会問題Jであり,前述のように,Y住宅におい

ても, トラブルの原因となっていたことをふまえると,

大きな進展である。このような結果が生まれる背景には ,

たとえば,西尾市においては,X住宅の自治会長が中心

になつて行政に働きかけ,ポル トガル語版のゴミカレン

ダーの作成・配布を実現させたこと,ま た,前述のよう

にY住宅では一組のブラジル人夫妻が自発的に日本人住

民と外国籍住民との調整役を担い,問題解決に尽力した

とい う地道な努力の積み重ねがあることは指摘 しておか

ねばならない。一方,具体的な生活の困難に関しては ,

次のような結果となっている。

図31 生活上の困難 (複数回答)

1.言葉 (日 本語)の問題 2.子 どもの教育 3育児 4

夫・妻または親との関係 5日 本人の友人をもつこ

と 6.同 国人との関係 7.病 気・医療 8住 宅 9.

自動車 (免許・駐車場な ど) 10.近所つきあい

H.環境 (自 然・緑・町並み)12.仕 事 (就 労)に関

すること 13.ア ルバイ ト 14.奨学金  15.勉 強・

研究 16.ビ ザに関すること 17偏 見・差別 18.

役所の手続き方法 19.その他

高い害1合 を示す t)の は,言葉 (日 本語)の問題37.8%,

偏見・差別3513%,病気 。医療 17%と なっている。この

項 目は, X住宅の調査で も高い害1合 を示 していた。病

気 。医療に関しては,西尾市への要望を記 した自由回答

で t),西尾市民病院への通訳を望むものが複数あつた。

また,イ ンタビューにおいても, 日本語の会話能力が

非常に高い人が,「 病院の通訳,ほ しいね。病院 (で使

われる日本語)は難 しいJと 語つていた。病気 。医療は

緊急性が高い場合 もあることから,通訳の設置は緊急の

課題となろう.

さらに,困難を感 じている害1合が最 も高い日本語に関

して,そ の能力をたずねたところ,以下のような結果を

3∂

示 した。

1.会話、読み書きともに不自由なくできる 2.会話は

不自由なくできるが、読み書きは少 ししかできない

3.会話だけ 4.何 とか意志疎通できる 5.聞 くだけ

ならば少しできる 6.ほ とんどできない

会話はできるが,読み書きには困難を感 じているもの

が,回答者全体の6害1以上をしめている。一方で,生活

情報の情報源は,市のたよりなどの広報誌など, 日本語

が中心のメディアに頼つている率が高い (67.5%)。 行政

からの情報の翻訳は確実に進んでいるが,上述のような

結果から, さらに,進めていくことの重要性が明らかに

なろう。

(4)自 治会活動,地域活動への参加

自治会の認知度は7割 を超えているぅ 自治会加入に関

しては 「加入 しているJと 答えたものが43.2%の みであ

るが,実際は,全戸加入が原則となつてお り,回答者の

認識不足による結果だと思われるっ実際,次にみるよう

に自治会や団地内の行事への参加率は高く, また,班長

の経験の有無を尋ねると,50%の ものが経験 していると

答えているため, このような認識のずれによる弊害は ,

ほとんどんないものと考えることができようし

表33 日本語能力

l 3 4 5 )K NA 計

人数

人数 (%) 20 3 2.7 43 2 2.7 100 0

表34 自治会の認知

知ってい る 知 らない 計

人数

人数 (%) 70.3 29.7 100 0

表35 自治会カロ入

加入して

いる

加入 して

ない
DK.NA. 計

人 数

人数 (%) 43.2 48.6 100.0

表36 自治会班長の経験

あ る なし DK NA 計

人数  1 37 1

人数 (%)1 50.0 48.6 100.0



図32 参加行事 (複数回答 )
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1.住宅内清掃 2.空 き缶、古紙回収 3.西尾まつ り

4.フ ェスタジュニーナ9 5.白
治会の夏祭 6.バーベキ

ュー 7.住宅内の子どものためのポル トガル語教室の運営

参加行事は,項 目としてたてた7項 目中,空き缶・古

紙回収と西尾まつ り (市の中心部のお祭 り)以外は,か

なり高い害J合で外国籍住民が参加していることがうかが

える。 X住宅でもほぼ同様の結果 となっていたの空き

缶 。古紙回収は,X住 宅では41.3%と 高い比率を示 して

いたが, これは,住宅自治会,町内会をあげての事業だ

ったことがその理由として考えられる。

しばしば指摘されることであるが,外国籍住民のほと

んどが肉体労働に従事 してお り,長時間労働,二交代や

二交代の不規則な労働形態,週休 1日 など,厳 しい労働

条件の下で働いている。また,共働き制のケースも多い。

Y住宅の外国籍住民も例外ではないい
。アンケー トで,週

の平均労働時間をたずねると,49.4時間であつた。週70

時間以上の労働 をしているものも 5名 (6.5%)お り,

「
労働基準法違反は日常茶飯事で」

「
長時間労働をいと

わず働 くから,彼・彼女たち (ブ ラジル人やペルー人 :

筆者注)は働 く機会を得ているJ(丹野,2003:208)と

い う実態の一端が うかがえる。このような生活状況を鑑

みるとY住宅の外国籍住民たちの自治会活動への参加は ,

かなり積極的だとい うことができよう。

(5)ネ ッ トワーク

友人づきあいに関しては,Y住宅内でのブラジル人の

友人は平均2.8人 であつた。ただ し質問文に 「
家族同様

に非常に親 しく,つ きあつた り,助 け合つた りしてい

る」友人とい う限定をつけているので,こ の数字は決 し

て少なくないと評価できよう。約 3名 の非常に親 しい友

人を住宅内で持つていることが,子 どものためのポル ト

ガル語教室,フ ェスタ 。ジュニーナ,ク リスマス会,バ
ーベキュー大会など,Y住宅におけるブラジル人主体の

活動 (詳細は (2)の 松宮論文で論 じられる)を進展さ

せた要因の一つであると考えられる。

また, 日本人とは
「
家族同様の」親 しいつきあいは ,

ほとんど存在 していない。 しかし,挨拶程度から家の往

来まで含めてつきあっている日本人をもつていると答え

た者が,全体の8害1以 上いることから,何 らかのつきあ

いは存在 していることがうかがえる。これは,X住宅の

FJR査 でも同様の結果であつた。

(6)将来展望

滞在予定に関しては,6害 1以上が 「
未定Jと してお り,

これまでの先行研究が繰 り返 し指摘 してきたこともある

が,将来展望はたてにくく,長期的な生活設計がたてら

れない状況は,本調査でも見られたち しかしながら, 自

由回答形式で 「5年後の夢」をたずねる質問を設定した

が,そ の中では,「 ブラジルに帰国」と記 しているもの

が多く,やはり,実態はともかく,意識の上では,滞 日

は一時的なものだと考えていることがうかがえる。 X住

宅での調査結果もほぼ同様であつた。

4.イ ンタビュー調査結果

インタビューでは, 日本での生活に焦点をあてたcX
住宅でのインタビュー調査結果同様,Y住宅でのインタ

ビュ‐から明らかになつたブラジル人の姿は, これまで

の先行研究が示してきたものと重なる部分が多かつた。

前稿同様,こ こでは,概要を提示するにとどめたいぅ

(1)来 日理由 。契機

。経済的な理由が主たる動機のようである。ブラジルで

は求職が困難で,ま た,給与の支給 も不安定であったこ

とを理由としていた。来日当初は,2 3年滞在で,お金

をためて,ブラジルで家を買いたい, 自営をはじめたい

とい う希望をもつていたようであるが,結果として,滞

日が10年を超えたもの,ま た,ブラジルと日本を行つた

り来たりする,いわゆる 「リピーター |と なっているも

のもいた。

(2)就業

。日本の経済状況を反映して,所得は減少している。そ

れでもブラジルでの就労条件に比べると良いと思つてい

る。

・労働は,肉体労働で,夜勤もありきついが,それでも

収入を考えると頑張ろうと思 う。

(3)生活

。仕事中心の生活ではあるが,休 日には,近隣の市町村
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に住むブラジル人の友人を訪ねたり,買 い物にでたりす

る。

・ブラジルスーパーは西尾市内に2軒,隣接 した岡崎に

はチェーン店も出店してきた。現在では,ブラジル食品

は,生鮮野菜,果物を除けば,欲 しいもの,Z、要なもの

は全て入手できるようになったっ

・夕食 (ブ ラジル料理)の宅配,ブラジルピザの宅配も

西尾市内にはある.

・情報は,衛星放送と通 じ,ま た日本国内で発行されて

いるポル トガル語新聞, さらにはインターネットで入手

できているゥ

(6)住宅内,ま たは, 日本国内にある様々な生活上の

ル‐―ルについて

,住宅の清掃,ま た, ゴミ,駐車場など, 日本で生活す

るからには守るべきである。最初は,経験がなかったの

で,面倒だつたが,慣れてくると,必要かつ良いルール

だと思っている ほかに t〉 ,騒音など,他の住民とトラ

ブルにならないように気をつけている ,

。以前は,確かに,ルールを守らないなど,団地内で ト

ラブルがあったが1時間がたつにつれて,解消された。

ルールが明確になつたことと同時に トラブルを起こして

いたブラジル人が住宅を出たとい う面も否定できないっ

(7)将 来設計

・ブラジルですでに家を購入できたので, ここ1年 くら

いの うちに帰国したいと考えているっ帰国後の仕事は ,

雇用されることは望めないので, 自営業を始めるしかな

いっ

。帰 りたいとい う気持ちは強いが,ま だ,ど うなるかわ

からないっ 日本での生活にも慣れてきてので,当 初のよ

うな欲がなくなっているのかもしれない.

(8)日 本に来て良かつたと思 うこと,悪かつたと思 う

こと

良かつたと思 うことは,ブラジルで生活 していたら,

知らなかつた世界を見ることができ,視野が広くなった

とい うこと,仕事はきついが,頑張れば頑張つたなりの

給料がもらえ,欲 しいもの t〉 手に入れることができ,生

活が安定したことなどが挙げられた.

悪かつた点については,X住宅での調査では,様々な

困難が積極的に語 られたが,今回の調査では,来 日当初

の苦労 (言葉もできず,仕事や生活にも慣れず,辛かつ

たなど)以外は言及がなかった。その背景には,西尾市

でブラジル人が増加しはじめて10年以上経過 し,行政の

イ0

サービスも一定進展 したこと,ま た,西尾市内にブラジ

ル食材店2軒,近隣の岡崎にはチェーン店のブラジルス

ーパーが進出, さらにはブラジル人経営のピザの宅配 ,

夕食用弁当宅配など,エスニックビジネスを中心とした

エスニック・インフラクチャーの充実がみられることが

挙げられようっ

5 調査結果から

アンケー ト調査,イ ンタビュー調査ともに,外国籍住

民の生活実態に関 しては,X住宅とY住宅の差異は出ず ,

むしろ,ほぼ同じ傾向であることが確認できた。住宅内

での日常生活を送る上での トラブルは解決済みである。

両住宅とも,外国籍住民を自治会活動に参加させるとい

う方法で問題を解決 してきたのであるが,前述のように

そのプロセスは異なっている。

X住宅では, 日本人の自治会長主導で 1外国籍住民と

ともに町づくりをする必要性」を訴えかけ,ブ ラジル人

住民を自治会役員に抜擢 したとい う経緯がある。また ,

住宅のクリスマス会にブラジル料理を出すなど, 自治会

主導での 「
交流J活動も行われてきたの

さらに,「外国人の問題はX住宅だけの問題ではないっ

地域全体の問題であるJと い う認識のもとに,上位組織

の S連合町内会へも働きかけを行い,役員にブラジル人

住民を選出するようにした。また,町内会の秋祭 りにブ

ラジル人住民の参加 (ブラジル料理の屋台を出店,踊 り

の披露など)を促すなど,積極的な働きかけが行われて

きた。このような仕組み作 りが功を奏 して,大きな トラ

ブルを経験せずに,今 日に至つている。

一方で,Y住宅においては, 日本人側から,外国籍住

民に対する働きかけはなかった。ブラジル人住民 B氏の

自発的な働きかけによつて,自 治会運営にブラジル人も

関与するようになり,外国籍住民を主体とした問題解決

の道が探 られた。

また,ポル トガル語で
「
おばあちゃん学校」と呼ばれ

る子どもたちのためのポル トガル語教室も住宅の集会所

で毎日開かれている。そして,教室運営をしている
「
お

ばあちゃんJ(ブ ラジルで校長経験)の呼びかけで,住

宅内でフェスタジュニーナゃクリスマス会が,ブ ラジル

人の親たちの手によつて開かれている。また, このよう

な行事の運営資金を稼ぐために,やはり住宅のブラジル

人たちによつて 「シュハスコJ(バ ~ベ キュー)が催 さ

れ,主 として東海地方に在住のブラジル人たちが参加す

るといつたことも見られる.H
こうしたブラジル人住民たちの取 り組みに対 して, 日

本人住民が積極的なサポー トを展開する姿は見られない



が,上述のポル トガル語教室で集会所の使用に理解を示

すようになったり (当 初は多少の トラブルがあったとい

う),フ ェスタジュニーナには日本人住民 t)模擬店を出

店するなどの行動が見られるようになった.ま た,フ ェ

スタジュニーナにおいて子ど ()た ちが披露する踊 りは ,

日本人住民にとつて t),楽 しみになっているようで ,

「日本人から,今 年 t)是非やつて 1つ て言われるのよJ

とあるブラジル人住民は語つていた。ただし,例えば ,

日本人の子どもたちが一緒に踊る姿は今のところ全くみ

られない
,

他に t), 自治会主催の夏祭 りに,ブ ラジル人住民はブ

ラジル料理の模擬店を出店するなどして参加はみられる

しかしながら,こ のような夏祭りにおいても,上述のブ

ラジル人住民主催の行事において (), 日本人と外国籍住

民との積極的な交流は見られない.と t)に参加はしてい

るのであるが,それぞれがバラバラに模擬店などを出店

するのみである,一緒に行 う作業は,毎 月一回ある住宅

の清掃のみである,ま た,周辺のM町内会への波及効果

は全く見られないt

しかしながら, 日常生活は トラブルなく送ることがで

きてお り,互いの対立もなく,それぞれが一定認め合っ

ていることから,Y住宅のようなパタンも,地域で日本

人と外国籍住民がとt)に くらす社会としての一つの共存

のあり方だと考えることができるのではないだろうか.

つまり,濃密な交流はお互いに求めず1必要な部分でつ

きあいすることによつて,お互いの関係を保つているの

である

6 まとめにかえて

これまでの調査から得 られた知見と今後の課題をま

とめておこう

①二つの住宅の比較分析から明らかになることは,人的

資源,ネ ットワーク,周 辺の環境や機関によつて,地域

のおける 1共存」関係の生成バタンは異なるとい うこと

である.Y住宅の事例は,外国籍住民r/1主体的な取り組

みが問題を解決 していくとい うプロセスがみられ,X住
宅の調査結果に対する批半11日 本人が住みやすい社会を

形成 しただけ_を 乗り越える可能性を示唆する事例だと

考えられる。
「日本人=助 ける人,外国人 =助けられる

人J(山本薫子,2001,206)と い う構図から脱却 し,外

国籍住民自らが, 自治会活動さらには地域活動 (松宮論

文参照のこと)を展開 し,「 主体的」に生活 していく姿

が浮かびあがるJ

② しかしながら,Y住宅に居住する西尾市外国人児童生

徒指導協力者であるC氏 は 「問題を起こしていた人は ,

いつの間にか, 自然にいなくなって しまったJと 語つて

いた.結果として, 日本社会のルールに 「統合」されに

くい者を 1排除Jし た可能性 も残つている。また,本研

究は, 日本での在留資格が安定した外国籍住民の事例だ

とい う限界 t)あ る.

③ 日本人住民が積極的な支援を行つてきた県営 X住宅が

所属する S町内会のメンバーやおよび校区のT小学校

PTAメ ンバーなどから 「日本人住民も外国人住民と同等

の立場であるはずだっ外国人だからといつて特別扱いを

しすぎているJな どとい う声が出始めているとい う事実

もある,これまで,一定の調和を取 りながら,町内会や

PTAと t〉 連携活動をしてきたX住宅自治会,「 外国人との

共生を考える会」であるが,今後, このような意見をも

つ地域住民たちとどのような調整をしながら,外国人支

援をしていくのだろうか=今後も,調査研究を継続 し,

日本人と外国籍住民の関係の質を分析 し,外国籍住民と

受け入れ社会の関係を問い直していくことが今後の課題

となろう.

1こ こでいう
「
外国籍住民」は,愛知県で増加が著しい

南米からの
「ニューカマー_外国人のことをさすリ

2本
研究における

「
ブラジル人Jと い う呼称は 「『 日系

ブラジル人』,『 日系人』 とい う語句から連想される日本

社会, 日本文化との同質性や親和よりt),ブ ラジルの文

化的背景を有するとい うことに起因する異質性に着日し

て地域社会の対応を明らかにするJ(池上,2002)と い

う語句にならって, これを用いることにする」
3た

とえば,第 21回 日本都市社会学会大会 (2003年 9

月6日  於 成限大学)の 自由報告部会において,フ ロ

アから数々の指摘を受けた。
4県

営 X住宅では,2003年度まで,H年 間自治会長は

同じ人だつたっまた,副会長以下,種々役員 も自治会長
の指名によつて選ばれている。
う

県営 X住宅の取 り組みについては,拙稿および松宮

(2003)を参照のこと
6B氏

は 1938年生まれ.1988年に静岡県藤枝市に来日っ

その後,愛知県安城市へ移住しいくつかの仕事を経て,

現在は西尾市の繊維会社で正社員ぅ妻 と二人暮 らしし 日

本への永住希望を明確に持っている.

7班
は各棟にある階段 (2戸 が向き合 う形で,各棟 3つ

ずつある)を共有する世帯で構成され,合計 24班あるぅ

班長の任期は 1年で,順番に回 している.,

8S氏
は 1956年福島県生まれっ2歳の時に,両親,き

ょうだいとと1)に ブラジルに移住.1989年 来日t1994
年からY住宅に居住,現在は愛知県吉良町の鋳物工場で

正社員 として働 く′妻は 1964午 ブラジル生まれの 2世も

子ど()は 小 4と 3歳 (2003年度現在).
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9ブ
ラジルのお祭 り。6月 に行われるものである。Y住

宅におけるフェスタジュニーナの詳細は松宮報告で行わ

れる。
l。

例えば,注 8で示した S氏の定時退社は 5時 20分で

あるが,残業が多く,帰宅が 9時から 10時 になること

もある。妻は,夜勤のみの工場労働に従事 してお り,夜
9時出勤,朝 5時退社。帰宅後,長男を保育所に送 り,

就寝。午後 3時に起きて,子 どもを迎え,家事をこなす

とい う生活を送っている。
112004年 5月 30日 にも 5回 目のシュハスコが開催 され

た。参加者は 300名 近 くになり、東海 4県のみならず、

遠くは関東から参加 したブラジル人もいたとい う。
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lncrease of Foreign Residents and reorganization ofthe cornrnunity in Nishio(2)

(1) A Case of the Y prefectual apartment in Nishio

YAMAMOTO, Kaori

In this paper, I try to analyze lives of Brazilians at the Y prefecual apartment in Nishio. We

carried out our survey in summer 2003 by using questionnaires which we had used for our
research at the X prefecutual apartment in 2000(see Yamamamoto, 2003 & Matsumiya.2O03) and

we tried to compare the life styles of Brazilians at the Y apartment to the ones at the X apartment.
We could not find any significant differences between the case of the Y apartment and the

case of the X apartment as almost all troubles and conflicts caused by the increase of Brazilian
residents were solved. However the process of solving the problems were different; in the case

of the Y apartment, Brazilians themselves tried to commit activities to the residents' organization

while in the case of the X apartment, Japanese residents made a great efforts to avoid conflicts.
From our researches in Nishio, we see some different patterns of communities which

Japanese residents and new-comer foreign residents live together in a good relationship.
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